
１　目的

　　企画提案書の審査にあたっては、石垣市スーパーシティ構想に関する連携事業者及び

　企画提案プロポーザル募集要項に基づき、石垣市スーパーシティ構想に関する連携事業

　者及び企画提案プロポーザル選定委員会（以下「委員会」という。）において審査を行

　うにあたり、その評価基準を定め、評価の視点にばらつきが生じることがなく、公正な

　審査を行なうことを目的とする。

２　評価基準

　　評価は１１０点を満点とし、評価基準は、別表「評価基準」のとおりとする。

３　評価点数

　　評価の際には、各項目の審査基準を参考とし、審査項目ごとに５段階で評価を行う。

　評価の際には「普通」を基準として、基準よりどの程度優れているか、または劣ってい

　るかを判断するものとする。

　　評価にはそれぞれ対応する点数を設け、当該項目の得点とする。

４ 注意事項

　(1) 提案者による委員への接触は、直接、間接を問わず禁じているので、万が一、接触

　　　があった場合には事務局に連絡するものとする。

　(2) 評価については、提案審査の当日に行うものとする。

　(3) 提案書、プレゼンテーション並びにヒアリングの審査において、提案者の提案書作

　　　成技術又は説明技術等によらず、提案内容の優劣について審査するものとする。

５ 審査における受託候補者の選定について

　　委員の採点により、以下の条件に従い順次選定する。

　　ただし、全委員の平均得点が６６点に満たない場合は要求水準を満たしていないとし

　て、受託候補者として選定しない。

　(1) 過半数を超える委員から最高順位を得た者

　(2) (1) により決しない場合、全委員の合計点数が最高得点の者

配点が10点の場合の
点数

2 4 6 8 10

石垣市スーパーシティ構想に関する連携事業者及び企画提案プロポーザル

審査基準

評　価 大変劣る 劣る 普通 優れている
大変優れて

いる



（別表）

・各分野において、事業遂行に必要な経験や知識、技

　術力を有する事業者、事業体となっているか。

・構成事業者の役割分担が明確かつ事業者間の連携が

　取れる体制となっているか。

・代表事業者を中心として、事業遂行に向けた構成事

　業者との連携、監理体制が構築されているか。

・各分野の事業について、住民合意を得ていくことを

　考慮した内容及び実施体制となっているか。

・事業実施に向けて、住民合意プロセスやそのスケジ

　ュールが考慮されたものとなっているか。

・各分野の事業について、地元企業・事業者との連携、

　共同実施、優先的採用等の配慮が検討されたものと

　なっているか。

・各分野の事業内容について、「スーパーシティ構想」

　の趣旨を理解し、規制改革を含んだ創造的かつ先進

　性、革新性を有する提案となっているか。

・実施に向けたプロセスが具体的で実現可能であるこ

　と、また将来にわたって持続可能なものとなってい

　るか。

・本市、または地域が抱える課題の解決に資するもの

　となっているか。

・本市全域に大きな経済的・社会的効果をもたらす

　ものとなっているか。

・提案内容に含まれる規制改革、先進的サービスが将

　来的に市全域に敷衍可能なものとなっているか。

・デジタルデバイド（情報格差）への配慮がなされて

　いるか。

・「データ連携基盤」を活用して様々なデータ及びサ

　ービスが提供され、市民の利便性向上につながる事

　業内容となっているか。また、将来的に他自治体と

　の連携も見据えたものとなっているか。

・各分野の事業の概算見積額（コスト）の試算は妥当

　であり、実現可能な提案となっているか。

・提案内容が市に財政負担をもたらすものとなってい

　ないか

・本市の既存の施策・方針と整合しているか。
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